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小矢部市立小中学校再編推進地域協議会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 小矢部市立小学校及び中学校の再編について、所要の準備を行い、円滑な移

行を図るため、小矢部市立小中学校再編推進地域協議会（以下「地域協議会」と

いう。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 地域協議会は、小矢部市立小中学校再編推進計画に基づき、次に掲げる事項

について協議し、統合後の学校も地域に支えられた学校となるよう、保護者・地

域の方々の共通理解を形成するための協議を行うものとする。 

(1) 学校教育方針、行事計画その他学校運営に関すること。 

(2) 名称、校章及び校歌に関すること。 

(3) 校区の変更に関すること。 

(4) 通学手段その他児童生徒の通学に関すること。 

(5) ＰＴＡ、教育後援会その他の学校関係組織に関すること。 

(6) 学校の設備及び備品の整備等に関すること。 

(7) その他学校再編に関して必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 この地域協議会は、次に掲げる者をもって構成するものとする。 

(1) 再編の対象となる学校（以下「再編対象校」という。）に通学する児童生徒

の保護者の代表 

(2) 再編対象校の通学区域の地域住民の代表 

(3) 再編対象校の教育後援会の代表 

(4) 教育長 

(5) 再編対象校の長 

(6) その他教育委員会が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から再編校が開校する日の前日までとする。 

（会長及び副会長） 

第５条 地域協議会に会長及び副会長１人を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、地域協議会を代表し、会務を総括する。 
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３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

（会議） 

第６条 地域協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、議長となる。

ただし、第１回目の会議は教育長が招集する。 

２ 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

４ 会議には、必要に応じて関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。 

（準備委員会の設置等） 

第７条 地域協議会は、所掌事務を遂行するため、学校再編準備委員会（次項におい

て「準備委員会」という。）を設置し、地域協議会で協議するための再編校の学

校教育方針案等を作成する。 

２ 準備委員会の組織及び運営に関し必要な事項は会長が定める。 

（庶務） 

第８条 地域協議会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。 

（雑則） 

第９条 この告示に定めるもののほか、地域協議会の運営に関し必要な事項は、教育

委員会が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、公表の日から施行する。 

（失効） 

２ この告示は、第１条に規定する目的達成後、その効力を失う。 
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【構成委員】

所属先及び役職 氏名 備考

石動西部地区自治振興会会長 杉澤　弘司

中部自治振興会会長 山本　　護

石動東部地区自治振興会会長 新明　政夫

北部自治振興会会長 山本　裕二

石動南部地区自治会連合会会長 宮﨑　　均

南谷地区振興会会長 大谷　嘉一

埴生地区自治振興会会長 南　　優正

子撫地区振興会会長 林　　俊信

宮島地区自治振興会会長 森　　茂樹

石動小学校教育後援会会長 竹松　豊一

東部小学校教育後援会会長 谷口　　巧

教育長 沼田　　勉

石動小学校校長 竹田　　新

東部小学校校長 紺谷久美子

石動小学校ＰＴＡ会長 今井　俊樹

東部小学校ＰＴＡ会長 中山　祥子

【事務局】

教育委員会事務局長 野澤　正幸

教育総務課長 長太　一進

教育総務課課長補佐 松田　恵美

教育総務課課長補佐 太田　孝博

【所掌事項】

１　学校教育方針案（学校のあり方）

２　学校名・校章・校歌等

３　校区の変更

４　通学手段の確認（スクールバスの増配車、バス停設置等）

５　ＰＴＡ及び教育振興会の運営

６　学校の設備及び備品の整備等

７　その他学校再編に関し必要な事項

【設置期間】

再編校が開校する日の前日まで

東部小学校を石動小学校へ統合に向けた
学校再編推進地域協議会委員名簿
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【構成委員】

所属先及び役職 氏名 備考

教育長 沼田　　勉

石動小学校校長 竹田　　新

東部小学校校長 紺谷久美子

石動小学校教頭 南　　明子

東部小学校教頭 遠藤真喜子

石動小学校教務主任 佐野　隆文

東部小学校教務主任 細江孝太郎

【事務局】

教育委員会事務局長 野澤　正幸

教育総務課長 長太　一進

教育総務課課長補佐 松田　恵美

教育総務課課長補佐 太田　孝博

【所掌事項】

１　学校教育方針案（学校のあり方）

２　学校名・校章・校歌等

３　校区の変更

４　通学手段の確認（スクールバスの増配車、バス停設置等）

５　ＰＴＡ及び教育振興会の運営

６　学校の設備及び備品の整備等

７　教育課程編制

８　年間行事計画・日課・時間割

９　再編前の児童交流、合同行事の実施（校外学習、宿泊学習など）

10　教職員の研修計画

11　図書館運営

12　ＩＣＴ機器の取り扱い

13　特別支援教育（特別な支援を要する児童への配慮）

14　制服・体操服の取り扱い

15　学用品等（リコーダー、算数セット、習字セット、絵具など）の取り扱い

16　その他学校再編に関し必要な事項

【設置期間】

再編校が開校する日の前日まで

東部小学校を石動小学校へ統合に向けた
学校再編準備委員会委員名簿
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統合までのスケジュール

（小学校）東部小学校を石動小学校へ統合

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度 令和18年度

①学校再編推進地域協議
会

学校再編推進地
域協議会立ち上
げ
制服・教材の統
一化協議
合同学習・合同
行事協議

教育方針案協議
校名・校歌・校
章の協議

 

校名・校歌・校
章の決定
校区の見直し
ＰＴＡ・後援会
費協議

②学校再編準備委員会

学校再編準備委
員会立ち上げ
制服・教材の統
一化協議
合同学習・合同
行事協議

教育方針案協議
制服・教材の統
一

合同学習・合同
行事の実施

合同学習・合同
行事の実施
引っ越し

（小学校）令和７年度協議スケジュール

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

①学校再編推進地域協議
会

学校再編推進地
域協議会立ち上
げ

制服・教材の統
一化協議

合同学習・合同
行事の協議

②学校再編準備委員会
調整項目の洗い
出し

調整項目の洗い
出し

学校再編準備委
員会立ち上げ

制服・教材の統
一化協議

合同学習・合同
行事の協議

統合
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会長及び副会長の選出について 

 

 

役 職 氏 名 所属先及び役職 

会 長   

副会長   

 

○小矢部市立小中学校再編推進地域協議会設置要綱 

（会長及び副会長） 

第５条 地域協議会に会長及び副会長１人を置き、委員の互選によりこれを定

める。 

２ 会長は、地域協議会を代表し、会務を総括する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 
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調 整 項 目 の 担 当 割（案） 

 

 

１ 学校教育方針案（学校のあり方） 

→ 石動小学校、東部小学校 

２ 学校名・校章・校歌等 

→ 市教育委員会 

３ 校区の変更 

→ 市教育委員会 

４ 通学手段の確認（スクールバスの増配車、バス停設置等） 

→ 市教育委員会 

５ ＰＴＡ及び教育振興会の運営 

→ ＰＴＡ、教育後援会 

６ 学校の設備及び備品の整備等 

→ 市教育委員会 

７ その他学校再編に関し必要な事項 

→ 事案に応じてその都度決定 

 

（参考） 

１ 再編前の児童交流、合同行事の実施（校外学習、宿泊学習など） 

→ 石動小学校、東部小学校 

２ 制服・体操服の取り扱い 

→ 市教育委員会 

３ 学用品等（リコーダー、算数セット、習字セット、絵具など）の取り扱い 

→ 石動小学校、東部小学校 
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